
地域拠点型及び地域連携型認知症疾患医療センターの機能について（案） 
 

 
●認知症疾患医療センターを設置し、保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症

疾患に関する鑑別診断とその初期対応、身体合併症と行動・心理症状への対応、専門医

療相談等を実施するとともに、地域の保健医療・介護関係者への研修等を行うことにより、

地域において認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要となる医療を提供で

きる機能体制の構築を図ることを目的とする。 

事業目的 

認知症支援推進センター （東京都健康長寿医療センターに設置）

認知症医療従事者等向け研修の拠点として、地域拠点型認知症疾患医療センターが実施する人材育成の取組への支援、
認知症サポート医・認知症支援コーディネーター・認知症疾患医療センター相談員等の研修、島しょ地域への訪問研修等
を実施して、地域の認知症対応力の向上を図る。

協力・連携

区市町村における認知症医療・介護連携の推進役
（区市町村とともに、他医療機関・認知症サポート医・かか
りつけ医等のネットワークづくり、地域包括支援センターと

の連携・協力体制づくり等を推進）

地域拠点型
認知症疾患医療センター

地域連携型
認知症疾患医療センター

二次保健医療圏の認知症医療・介護連携の推進役
（連携協議会の開催、地域連携型・他医療機関との連携に
よる身体合併症・行動心理症状に対応するネットワークづく
りの推進、人材育成、認知症アウトリーチチームの配置等）
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類型 指定数 活動圏域
設置医療
機関

1か所あたり
予算（千円）

予算額
（千円）

指定期間（予定）

地域拠点型 12
二次保健
医療圏

病院 28,197 338,364
平成26年4月1日～
平成29年3月末

地域連携型 41
所在する
区市町村

病院及び
診療所

5,217(※） 213,897
平成27年度途中～
平成30年3月末

合計 53 552,261

※平成27年度は年度途中からの指定となるため、通年委託料の約2/3を予算化  
 

指定数・予算（案） 

 
●認知症高齢者の急増が見込まれることから、 地域の医療機関同士、さらには医療と介

護の緊密な連携を強化する必要がある。 このためセンターは、特に次の機能を担う。 

   ○ 地域の医療機関及び介護事業所等への支援機能 

   ○ 地域の認知症に係る医療・介護連携を推進する機能 

 

■ 特に重点的な取組が必要な事項 

◎  身体合併症・行動心理症状への対応  

◎  地域連携の推進 

基本的機能 

 

【専門医療機関としての役割】

専門医療相談の実施
◆専従の相談員を配置して、本人、家族、関係機関からの相談に応じるとともに、適切な医療機関等の紹介を行う。
◆受診が困難な人について相談を受けた場合は、関係機関と連携し、早期の診断に結びつけるよう努める。

鑑別診断・初期対応時の
取組

◆本人の身体的・社会的側面等を総合的に評価の上、的確に診断し、医療・介護・生活支援等の支援に結びつける。
◆かかりつけ医と連携を図り、鑑別診断後の経過観察において、必要な支援を行う。

身体合併症・行動心理症
状への対応

◆センターにおける受入体制の整備を図るとともに、地域の認知症に係る専門医療機関、一般病院や精神科病院等と
緊密な連携を図り、地域全体で受け入れる体制を整備する（院内連携・地域連携）。

【地域連携の推進機関としての役割】

地域連携の推進

◆区市町村等が開催する認知症に関連する会議に協力・出席し、区市町村とともに、地域包括支援センター、認知症
サポート医、かかりつけ医、医師会、介護保険事業所、家族介護者の会等、認知症の人の支援に携わる関係者のネット
ワークづくりを推進する。
◆所在する区市町村が実施する認知症初期集中支援チーム等の認知症関連事業に協力する。

【人材育成機関としての役割】

専門医療、地域連携を支
える人材の育成

◆院内において専門的な知識・経験を有する医師・看護師の育成に努めるとともに、区市町村・医師会等の関係機関が
実施する研修に講師を派遣する等して協力する。

 

 

●所在する区市町村における「地域連携型」認知症疾患医療センターの機能を担う。 

 

●加えて「二次保健医療圏の認知症医療・介護連携の推進役」として以下の役割を担う。 
 

①
　認知症疾患医療・介護連携協議会を開催（年2回以上）し、地域において効果的に機能す
るネットワークの構築に向けた検討を行うとともに、国及び都の認知症施策、各地域における
認知症に係る取組の情報共有を図る。

②
　認知症疾患医療・介護連携協議会における検討や他の地域拠点型との連携により、二次
保健医療圏域における身体合併症・行動心理症状に対応するネットワークづくりの推進を図
る。

③
　かかりつけ医、一般病院の医療従事者、地域包括支援センター職員等、地域の医療従事
者等の認知症対応力の向上を図るための研修を実施する。

④
　認知症アウトリーチチームを配置して、認知症支援コーディネーター又は認知症地域支援
推進員からの依頼に応じて、受診困難者等の認知症疑い高齢者の訪問支援を実施する。

 

地域連携型の機能（案） 
地域拠点型の機能（案） 
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